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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】作業工程及び材料費を削減させたうえで消費者
の購買意欲を高めることができる包装用袋を提供する。
【解決手段】包装用袋１０は、一端に開口する開口部５
０を有し、他端に閉塞した底部３０を有し、開口部から
底部に向かって形成された周壁部２０を備え、開口部か
ら底部とは反対側に蓋部７０が延設される。開口部を蓋
部で覆うときに折り曲げ部分となる、蓋部と周壁部の境
界部分及びその周辺部分で構成される折り曲げ予定部８
０に、始点部９１と終点部９２が配置される切り込みを
有している。立体形状となった状態において、開口部が
蓋部で覆われた状態になると、始点部と、終点部と、切
り込みとで囲まれる領域が、折り曲げ予定部から上方に
延びる表示部１００を形成する。
【選択図】図５



(2) JP 3215128 U 2018.3.1

10

20

30

40

50

【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　折り畳んだ状態において平坦となり、収納物を収納する状態において立体形状となり、
自立可能に形成される包装用袋であって、
　一端に開口する開口部を有し、他端に閉塞した底部を有し、前記開口部から前記底部に
向かって形成された周壁部を備え、
　前記開口部から前記底部とは反対側に蓋部が延設され、
　前記開口部を前記蓋部で覆うときに折り曲げ部分となる、前記蓋部と前記周壁部の境界
部分及びその周辺部分で構成される折り曲げ予定部に、始点部と終点部が配置される切り
込みを有し、
　立体形状となった状態において、前記開口部が前記蓋部で覆われた状態になると、前記
始点部と、前記終点部と、前記切り込みとで囲まれる領域が、前記折り曲げ予定部から上
方に延びる表示部を形成可能であることを特徴とする包装用袋。
【請求項２】
　前記折り曲げ予定部の幅方向に沿って前記始点部と、前記終点部が配置されていること
を特徴とする請求項１記載の包装用袋。
【請求項３】
　前記切り込みが、前記底部とは反対側に湾曲又は／及び屈曲して形成されていることを
特徴とする請求項１又は２記載の包装用袋。
【請求項４】
　前記切り込みが、前記底部側に湾曲又は／及び屈曲して形成されていることを特徴とす
る請求項１又は２記載の包装用袋。
【請求項５】
　前記始点部及び前記終点部が、外周縁部が角部分を有さない曲線で形成された孔で構成
されていることを特徴とする請求項１、２、３又は４記載の包装用袋。
【請求項６】
　前記開口部を閉塞可能とするファスナーが、前記開口部に配設されていることを特徴と
する請求項３記載の包装用袋。
                                                                        
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、食品等を店頭に陳列する際に使用する包装用袋に関する。
【背景技術】
【０００２】
　食品等を店頭に陳列する際に使用する包装用袋として、本出願人が先にした特許文献１
に記載されるものがある。これによれば、前壁部と、後壁部と、前壁部及び後壁部の下端
に連接される底部と、前壁部及び後壁部の上端側に設けられる開口部と、前壁部から上方
に向かって延設される蓋部と、を有していた。
【０００３】
　包装用袋を折り畳んだ状態から、収納物を収納して自立可能な立体形状とし、収納物を
開口部から収納して、蓋部で開口部を覆い、底部を下にして陳列台に陳列されるものであ
った。
【０００４】
　これにより、食品の陳列のための食品の盛り付け、包装作業を一層容易化するとともに
、食品の陳列用途に相応しい見映えのする包装用袋が得られていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１７－７７２６号公報
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【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、上記包装用袋では、陳列台に陳列した状態で消費者の購買意欲を高めたい場合
には、周壁部を構成する前壁部にＰＯＰ広告を印刷したり、シール状に形成されたＰＯＰ
広告を、前壁部の上端側に貼付したりすることが行われていた。
【０００７】
　前壁部にＰＯＰ広告を印刷する場合には、印刷が内部の収納物の視認性を低下させ、Ｐ
ＯＰ広告を貼付する場合には、包装用袋とは別にＰＯＰ広告のシールを購入して、そのシ
ールを貼付する作業が必要となることになり、材料費及び作業工程の増加が生じるので、
改善することが望まれていた。
【０００８】
　本考案は、上記事情に鑑み、作業工程及び材料費を削減させたうえで消費者の購買意欲
を高めることができる包装用袋を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１記載の考案では、折り畳んだ状態において平坦となり、収納物を収納する状態
において立体形状となり、自立可能に形成される包装用袋であって、
　一端に開口する開口部を有し、他端に閉塞した底部を有し、前記開口部から前記底部に
向かって形成された周壁部を備え、
　前記開口部から前記底部とは反対側に蓋部が延設され、
　前記開口部を前記蓋部で覆うときに折り曲げ部分となる、前記蓋部と前記周壁部の境界
部分及びその周辺部分で構成される折り曲げ予定部に、始点部と終点部が配置される切り
込みを有し、
　立体形状となった状態において、前記開口部が前記蓋部で覆われた状態になると、前記
始点部と、前記終点部と、前記切り込みとで囲まれる領域が、前記折り曲げ予定部から上
方に延びる表示部を形成可能である。
【００１０】
　これによれば、開口部を蓋部で覆う作業をすると、それに伴って折り曲げ予定部から上
方に延びる表示部を形成できる。よって、包装用袋とは別にＰＯＰ広告のシールを購入し
て、そのシールを貼付する作業をなくすことが可能となるので、作業工程及び材料費を削
減させたうえで消費者の購買意欲を高めることができる。また、表示部の部分に開放部分
が生じるので、通気性を確保することが可能となる。表示部の部分に開放部分が生じるこ
とは、収納物の視認性を向上させることにもつながる。さらに、周壁部に施されていた印
刷等の表示を表示部に移すことが可能となり、周壁部の表示面積を減少させることができ
るので、収納物の視認性を向上させることに寄与する。
【００１１】
　また、前記折り曲げ予定部の幅方向に沿って前記始点部と、前記終点部を配置すれば、
表示部の立ち上がり状態を、バランスよくすることができる。
【００１２】
　また、前記切り込みを、前記底部とは反対側に湾曲又は／及び屈曲して形成すれば、折
り曲げ予定部を含んで蓋部側で表示部を形成する場合に好適なものとすることができる。
【００１３】
　また、前記切り込みを、前記底部側に湾曲又は／及び屈曲して形成すれば、折り曲げ予
定部を含んで周壁部側で表示部を形成する場合に好適なものとすることができる。
【００１４】
　また、前記始点部及び前記終点部を、外周縁部が角部分を有さない曲線で形成された孔
で構成すれば、始点部及び終点部を、破損しやすい角部分を有さない形態として、始点部
及び終点部を起点として、折り曲げ予定部が破損し、さらには蓋部、周壁部に破損が拡大
することを防止することができる。
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【００１５】
　また、密封性を確保したうえで消費者の購買意欲を高めることを望むのであれば、前記
開口部を閉塞可能とするファスナーを、前記開口部に配設することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本考案における第一の実施形態の包装用袋の分解展開図である。
【図２】同実施形態の包装用袋の展開図である。
【図３】同実施形態の包装用袋の正面図である。
【図４】図３におけるＩＶ－ＩＶ間断面図である。
【図５】同実施形態の収納物を収納した状態の斜視図である。
【図６】本考案における第二の実施形態の包装用袋の正面図である。
【図７】同実施形態の収納物を収納した状態の斜視図である。
【図８】同実施形態の包装用袋の底面図である。
【図９】表示部の変形例の説明図である。
【図１０】始点部及び終点部の変形例の説明図である。
【図１１】本考案における第三の実施形態の包装用袋の（ａ）は正面図、（ｂ）はＸＩｂ
－ＸＩｂ線矢視断面図である。
【考案を実施するための形態】
【００１７】
　本考案の包装用袋の第一の実施形態について図面に基づいて説明する。以下の説明にお
いて、各図面に記載される矢印の、前を前、後を後ろ、右を右、左を左、上を上、下を下
、とする。
【００１８】
　包装用袋１０は、図３～５に示すように、周壁部２０と、周壁部２０の下端に連接され
る底部３０と、周壁部２０の上端側に設けられる開口部５０と、周壁部２０から上方に向
かって延設される蓋部７０と、を有して袋状に形成された袋体１３と、袋体１３の外側に
配設されるカバー部４０と、底部３０及び周壁部２０の下端部の内側に配設される不織布
６０と、蓋部７０と周壁部２０の境界部分８１及びその周辺部分８２で構成される折り曲
げ予定部８０と、を有している。
【００１９】
　図１～２は、包装用袋１０の内側と正対する展開図であり、図１においては、各部材の
上下方向の位置を対応させてある。
【００２０】
　包装用袋１０は、図１、２に示す展開状態においては、袋体１３を構成する合成樹脂フ
ィルムＦ１と、カバー部４０と、不織布６０と、を有している。
【００２１】
　袋体１３は、無色透明で可撓性を有する略矩形状の合成樹脂フィルムＦ１で形成され、
底部３０と周壁部２０との境界部分に谷折り線１１ａ、１１ｂが形成され、谷折り線１１
ａ、１１ｂの間に山折り線１２が形成されている。なお、本実施形態おいては、山折り、
谷折りは、図４における山折り、谷折りをいう。山折り線１２から谷折り線１１ａまでの
長さと、山折り線１２から谷折り線１１ｂまでの長さとは略同一となるように形成されて
いる。
【００２２】
　底部３０は、合成樹脂フィルムＦ１の谷折り線１１ａ、１１ｂで挟まれた矩形状の部分
で構成されている。
【００２３】
　周壁部２０は、底部３０の上下方向にそれぞれ連接する矩形状の部分で構成されている
。
【００２４】
　蓋部７０は、下側の周壁部２０から下方（折り畳んだ状態における上方）に延設され、
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左右の側端部の下側が切り取られた略台形状に形成されている。
【００２５】
　折り曲げ予定部８０は、蓋部７０と周壁部２０の境界部分８１及びその周辺部分８２で
構成されている。折り曲げ予定部８０は、図１、２、３であらわす網掛け線部分で示す部
分となる。
【００２６】
　折り曲げ予定部８０を含む蓋部７０には、底部３０とは反対側に湾曲して形成された、
切り込み９０が配設されている。本実施形態では、切り込み９０は、半円弧状に切り込ま
れている。
【００２７】
　切り込み９０の始点部９１と、終点部９２は、折り曲げ予定部８０に配置され、さらに
、折り曲げ予定部８０の幅方向（左右方向）に沿って配置されている。
【００２８】
　始点部９１と、終点部９２は、外周縁部が角部分を有さない曲線で形成された孔で構成
されている。本実施形態では、円形に貫通された貫通孔で形成されている。
【００２９】
　表示部１００は、始点部９１と、終点部９２と、切り込み９０とで囲まれる領域で構成
され、蓋部７０の後側（折り畳んだ状態における外側）の面に、既存の方法で製品名、品
質表示等の印刷が施されている。表示部１００は、開口部５０が蓋部７０で覆われた状態
において、折り曲げ予定部８０から上方に延びてＰＯＰ広告としての機能を発揮するもの
である。
【００３０】
　カバー部４０は、無色透明で可撓性を有する略矩形状の合成樹脂フィルムＦ２で形成さ
れ、周壁部２０及び底部３０と同幅の矩形状に形成され、周壁部２０の一部を除いた領域
及び底部３０の全域を外側（図１、２における奥側）から覆い可能な面積を有している。
【００３１】
　不織布６０は、吸油性及び吸水性を有する部材で、周壁部２０及び底部３０と同幅の矩
形状に形成され、底部３０の全域及び周壁部２０の底部３０側の部分を内側（図１、２に
おける手前側）から覆い可能な面積を有している。
【００３２】
　包装用袋１０の製造方法について説明する。
【００３３】
　不織布６０を、合成樹脂フィルムＦ１の底部３０及び周壁部２０の底部３０側の部分の
前側（折り畳んだ状態における内側）の面に重ね合わせ、左右の側端部６０ａ、６０ｂで
、重ね合わせられる周壁部２０及び底部３０の左右の側端部２０ａ、２０ｂ、３０ａ、３
０ｂとそれぞれ接着し、図２の符号Ｓ１で示されるように、上側の周壁部２０において、
左右方向に沿って周壁部２０と接着する。
【００３４】
　なお、「接着」とは、熱溶着を含むものとする。
【００３５】
　次に、カバー部４０を、周壁部２０の一部を除いた領域及び底部３０の全域を後側（折
り畳んだ状態における外側）から覆うように重ね合わせ、左右の側端部４０ａ、４０ｂで
、重ね合わせられる周壁部２０及び底部３０の左右の側端部２０ａ、２０ｂ、３０ａ、３
０ｂとそれぞれ接着する。
【００３６】
　さらに、図２の符号Ｓ２で示されるように、合成樹脂フィルムＦ１の、谷折り線１１ａ
、１１ｂの左右の端部から若干離れた位置から、斜め方向に左右の側縁部まで帯状に四か
所接着して、不織布６０と合成樹脂フィルムＦ１とカバー部４０とが接着される。
【００３７】
　上記の工程を経て、図２に示すような、三層に重ね合わされた状態の多層フィルム体Ｆ
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３が形成される。
【００３８】
　そして、一枚の多層フィルム体Ｆ３の底部３０を、底部３０と重なり合うカバー部４０
及び不織布６０とともに谷折り線１１ａ、１１ｂ及び山折り線１２に沿って、ガゼット形
状に周壁部２０の内側に折り曲げて重ね合わせ、多層フィルム体Ｆ３の左右の側端部を接
着（シール）して、図３～４に示すような、底部３０と周壁部２０と開口部５０と有する
袋状に形成された袋体１３を有する包装用袋１０が、完成する。
【００３９】
　完成した包装用袋１０の袋体１３の底部３０以外の、前側となる部分が前側部１３ａと
され、後側となる部分が後側部１３ｂとされている。
【００４０】
　周壁部２０の左右の側端部２０ａ、２０ｂにおいて、不織布６０と接着されていない部
分は、周壁部２０の前側部１３ａと後側部１３ｂとが接着されている。
【００４１】
　なお、本実施形態では、袋体１３の、周壁部２０と底部３０と、開口部５０と、蓋部７
０と、が特許請求の範囲の周壁部と、底部と、開口部と、蓋部と、に相当することになる
。
【００４２】
　包装用袋１０を立体形状にして使用する態様及び機能について説明する。
【００４３】
　図３の包装用袋１０を折り畳んだ状態から、折り曲げられている山折り線１２部分を押
し込んで底部３０を広げるとともに、底部３０の左右の側端部３０ａ、３０ｂを上側に折
り曲げて、包装用袋１０は、図５に示すように、収納物Ｐを収納して自立可能な立体形状
となる、収納物Ｐを開口部５０から収納して、蓋部７０を下側に折り曲げ、後側の周壁部
２０にテープ等で止めて開口部５０を閉じる。そして、底部３０を下にして陳列台Ｂに陳
列する。
【００４４】
　このとき、蓋部７０は折り曲げられるが、始点部９１と、終点部９２と、切り込み９０
とで囲まれる領域で構成される表示部１００は、蓋部７０には追従せずに、周壁部２０に
略沿うような状態となる。換言すれば、折り曲げ予定部８０から上方に延びる表示部１０
０が形成され、人の目に留まりやすくなり、消費者の購買意欲を高めることになる。
【００４５】
　また、表示部１００の部分に開放部分が生じるので、通気性を確保することが可能とな
る。表示部１００の部分に開放部分が生じることは、収納物Ｐの視認性を向上させること
になる。さらに、周壁部２０に施されていた印刷等の表示を表示部１００に移すことが可
能となり、周壁部２０の表示面積を減少させることができるので、収納物Ｐの視認性を向
上させる。
【００４６】
　また、折り曲げ予定部８０の幅方向に沿って、始点部９１と、終点部９２が配置されて
いるので、表示部１００の立ち上がり状態を、バランスよくすることができる。
【００４７】
　これについて詳説すると、始点部９１と、終点部９２とを、幅方向（左右方向）に直交
する方向（上下方向）にずれた位置に配置すると、蓋部７０で開口部５０を覆うときに、
折り曲げ部分をまたがずに一方の側に始点部９１と、終点部９２が配置される場合には、
表示部１００が左右方向において非対称な形状となるが、上方に立ち上がるといえる。
【００４８】
　しかし、蓋部７０で開口部５０を覆うときに、折り曲げ部分をまたいで始点部９１と、
終点部９２を配置されてしまうと、蓋部７０に追従して表示部１００が、立ち上がりが足
りずに後方に向かうが、上方に十分に立ち上がらない状態が発生しうるといえる。
【００４９】
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　以上のことから、蓋部７０で開口部５０を覆うときに、蓋部７０をどのように折り曲げ
るかによって左右されるが、折り曲げ予定部８０の幅方向に沿って、始点部９１と、終点
部９２が配置されていることが望ましいといえる。
【００５０】
　特に、人の目線より低い位置に包装用袋１０を陳列した場合に、表示部１００により、
ＰＯＰ広告の効果が期待できる。
【００５１】
　また、始点部９１と、終点部９２を、角部分を有する多角形状の孔で形成してしまうと
、角部分から折り曲げ予定部８０を構成する合成樹脂フィルムＦ１が裂けて破損すること
が考えられる。
【００５２】
　よって、始点部９１と、終点部９２を、円形状の孔に形成し、蓋部７０で開口部５０を
覆うときに、破損しやすい角部分を有さない形態とすることで、始点部９１及び終点部９
２を起点として、折り曲げ予定部８０が破損し、さらには蓋部７０、周壁部２０に破損が
拡大することを防止することができる。
【００５３】
　上記構成の包装用袋１０では、折り畳んだ状態において平坦となり、収納物Ｐを収納す
る状態において立体形状となり、自立可能に形成される包装用袋であって、一端に開口す
る開口部５０を有し、他端に閉塞した底部３０を有し、開口部５０から底部３０に向かっ
て形成された周壁部２０を備え、開口部５０から底部３０とは反対側に蓋部７０が延設さ
れ、開口部５０を蓋部７０で覆うときに折り曲げ部分となる、蓋部７０と周壁部２０の境
界部分８１及びその周辺部分８２で構成される折り曲げ予定部８０に、始点部９１と終点
部９２が配置される切り込み９０を有し、立体形状となった状態において、開口部５０が
蓋部７０で覆われた状態になると、始点部９１と、終点部９２と、切り込み９０とで囲ま
れる領域が、折り曲げ予定部８０から上方に延びる表示部１００を形成可能である。
【００５４】
　これによれば、開口部５０を蓋部７０で覆う作業をすると、それに伴って折り曲げ予定
部８０から上方に延びる表示部１００を形成できる。よって、包装用袋１０とは別にＰＯ
Ｐ広告のシールを購入して、そのシールを貼付する作業をなくすことが可能となるので、
作業工程及び材料費を削減させたうえで消費者の購買意欲を高めることができる。また、
表示部１００の部分に開放部分が生じるので、通気性を確保することが可能となる。表示
部１００の部分に開放部分が生じることは、収納物Ｐの視認性を向上させることにもつな
がる。さらに、周壁部２０に施されていた印刷等の表示を表示部１００に移すことが可能
となり、周壁部２０の表示面積を減少させることができるので、収納物Ｐの視認性を向上
させることに寄与する。
【００５５】
　また、折り曲げ予定部８０の幅方向に沿って始点部９１と、終点部９２を配置している
ので、表示部１００の立ち上がり状態を、バランスよくすることができる。
【００５６】
　また、切り込み９０を、底部３０とは反対側に湾曲して形成しているので、折り曲げ予
定部８０を含んで蓋部７０側で表示部１００を形成する場合に好適なものとすることがで
きる。
【００５７】
　また、始点部９１及び終点部９２を、外周縁部が角部分を有さない曲線で形成された孔
で構成しているので、始点部９１及び終点部９２を、破損しやすい角部分を有さない形態
として、始点部９１及び終点部９２を起点として、折り曲げ予定部８０が破損し、さらに
は蓋部７０、周壁部２０に破損が拡大することを防止することができる。
【００５８】
　本考案の第二の実施形態について説明する。
【００５９】
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　包装用袋２１０は、図６～８に示すように、前壁部２２１と後壁部２２２とを備える周
壁部２２０と、前壁部２２１及び後壁部２２２の下端に連接される底部２３０と、前壁部
２２１及び後壁部２２２の上端側に設けられる開口部２５０と、前壁部２２１から上方に
向かって延設される蓋部２７０と、を有している。
【００６０】
　底部２３０と、後壁部２２２と、前壁部２２１の下側の一部は、略矩形状の紙Ｇから構
成され、前壁部２２１の残りの部分と、蓋部２７０とは、１枚からなる略矩形状の合成樹
脂フィルムＦ１１から構成されている。
【００６１】
　紙Ｇは、底部２３０と前壁部２２１及び後壁部２２２との境界部分に谷折り線２１１ａ
、２１１ｂが形成され、谷折り線２１１ａ、２１１ｂの間に山折り線２１２が形成されて
いる。なお、山折り、谷折りは、包装用袋２１０の内側から見た状態をいう。
【００６２】
　底部２３０は、紙Ｇの谷折り線２１１ａ、２１１ｂで挟まれた矩形状の部分で構成され
ていることになる。
【００６３】
　包装用袋２１０は、図６～８に示すように、前壁部２２１を構成する合成樹脂フィルム
Ｆ１１の左右の上方端部Ｆ１１ａ、Ｆ１１ｂと、後壁部２２２を構成する紙Ｇの左右の上
方端部Ｇａ、Ｇｂとが、それぞれ接着されている。
【００６４】
　底部２３０を構成する紙Ｇの、谷折り線２１１ｂから山折り線２１２までの部分Ｇｅ、
Ｇｆは、紙Ｇが折り返されて、後壁部２２２を構成する紙Ｇの左右の下方端部Ｇｃ、Ｇｄ
と、接着されている。
【００６５】
　底部２３０の、谷折り線２１１ａから山折り線２１２までの部分Ｇｈ、Ｇｉは、紙Ｇが
折り返されて、谷折り線２１１ａ側の部分が、前壁部２２１を構成する紙Ｇの左右の側端
部Ｇｊ、Ｇｋと、接着されている。また、底部２３０の、谷折り線２１１ａから山折り線
２１２までの部分Ｇｈ、Ｇｉは、紙Ｇが折り返されて、山折り線２１２側の部分が、前壁
部２２１を構成する合成樹脂フィルムＦ１１の左右の下方端部Ｆ１１ｃ、Ｆ１１ｄと、接
着されている。
【００６６】
　折り曲げ予定部２８０は、蓋部２７０と周壁部２２０の境界部分２８１及びその周辺部
分２８２で構成されている。折り曲げ予定部２８０は、図６であらわす網掛け線部分で示
す部分となる。
【００６７】
　折り曲げ予定部２８０を含む蓋部２７０には、底部２３０側に湾曲して形成された、切
り込み２９０が配設されている。本実施形態では、切り込み２９０は、半円弧状に切り込
まれている。
【００６８】
　切り込み２９０の始点部２９１と、終点部２９２は、折り曲げ予定部２８０に配置され
、さらに、折り曲げ予定部２８０の幅方向（左右方向）に沿って配置されている。
【００６９】
　始点部２９１と、終点部２９２は、外周縁部が角部分を有さない曲線で形成された孔で
構成されている。本実施形態では、円形に貫通された貫通孔で形成されている。
【００７０】
　表示部３００は、始点部２９１と、終点部２９２と、切り込み２９０とで囲まれる領域
で構成され、前壁部２２１を構成する合成樹脂フィルムＦ１１の後側（折り畳んだ状態に
おける内側）の面に、既存の方法で製品名、品質表示等の印刷が施されている。
【００７１】
　包装用袋２１０の使用態様を説明する。図６の包装用袋２１０を折り畳んだ状態から、
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折り曲げられている山折り線２１２部分を押し込んで底部２３０を広げて、包装用袋２１
０は、収納物Ｐを収納して自立可能な立体形状となる。そして、収納物Ｐを開口部２５０
から収納して、蓋部２７０を下側に折り曲げ、後側の後壁部２２２にテープ等で止めて開
口部２５０を閉じて、底部２３０を下にして陳列台Ｂに陳列される。
【００７２】
　このとき、図７に示すように、蓋部２７０は折り曲げられるが、始点部２９１と、終点
部２９２と、切り込み２９０とで囲まれる領域で構成される表示部３００は、前壁部２２
１を構成する合成樹脂フィルムＦ１１から立ち上がり、蓋部２７０に略沿うような状態と
なる。換言すれば、折り曲げ予定部２８０から上方に延びる表示部３００が形成されるこ
とになる。
【００７３】
　このような構成とすれば、折り曲げ予定部２８０を含んで周壁部２２０側で表示部３０
０を形成する場合に好適なものとすることができる。換言すれば、前壁部２２１に開放部
分が生じるので、収納物Ｐの視認性を向上させることができる。
【００７４】
　第三の実施形態について説明する。包装用袋４１０は、図１１（ａ）、（ｂ）に示すよ
うに、周壁部４２０と、周壁部４２０の下端に連接される底部４３０と、周壁部４２０の
上端側に設けられる開口部４５０と、周壁部４２０から上方に向かって延設される蓋部４
７０と、を有して、一枚の合成樹脂フィルムＦ２１を、谷折り線４１１ａ、４１１ｂ、山
折り線４１２で折り曲げて、底部４３０どうしが接着されないように、左右の側端部Ｆ２
１ａ、Ｆ２１ｂを接着して、第二の実施形態の包装用袋２１０と同様の袋状に形成されて
いる。
【００７５】
　開口部４５０の下側にファスナー５１０が、配設されている。ファスナー５１０は、合
成樹脂製の咬合型ファスナーが用いられ、開口部４５０の幅と略同一の長さに形成され、
開口部４５０における周壁部４２０の内面にそれぞれ接着されている。
【００７６】
　包装用袋１０と同様の、蓋部４７０と周壁部４２０の境界部分４８１及びその周辺部分
４８２で構成される折り曲げ予定部４８０と、切り込み４９０と、始点部４９１と、終点
部４９２と、表示部５００と、を有している。
【００７７】
　このような構成とすれば、通気性を考慮せずに、密封性を確保したうえで、消費者の購
買意欲を高めたい場合に好適な包装用袋とすることができる。
【００７８】
　本考案の包装用袋１０は上記構成に限定されるものではない。即ち、本発明の要旨を逸
脱しない限り各種の設計変更等が可能である。
【００７９】
　例えば、表示部１００、３００、５００は、半円弧状に切り込み９０、２９０、４９０
を形成して、略半円形状としたが、図９（ａ）、（ｂ）、（ｃ）に示すように、矩形状、
半六角形状、三角形状とすることができる。さらに、上記以外の多角形状、半オーバル形
状等や、湾曲、屈曲した切り込みを組み合わせて形成することもできる。
【００８０】
　また、表示部１００、３００、５００は、図９（ｄ）に示す、サンタクロースの帽子の
ような形状、図９（ｅ）に示す、雪だるまのような形状、図９（ｆ）に示す、ハートのよ
うな形状、図９（ｇ）に示す、ハロウィンのカボチャの提灯のような形状、など、使用時
期、使用目的等に応じて適宜設定することも可能である。
【００８１】
　また、始点部９１、２９１、４９１、終点部９２、２９２、４９２は、円形状の孔で形
成したが、折り曲げ予定部８０、２８０、４８０を破損させないのであれば、図１０（ａ
）、（ｂ）に示すように、楕円、長孔等のオーバル形状を含む、外周縁部が角部分を有さ
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ない曲線で形成された孔で構成することができる。
【００８２】
　なお、包装用袋全体を、一枚の紙Ｇから構成することも可能である。また、合成樹脂フ
ィルム、不織布、紙を適宜組み合わせて構成することもでき、上記部材以外の他の部材を
組み合わせることも可能である。
【００８３】
　また、上記の実施形態では、底部に襠（マチ）が有る包装用袋（底ガゼット袋）に適用
しているが、蓋部で開口部を覆い可能なものであれば、既存の他の包装用袋に適用するこ
とができる。例示すると、二方袋、三方袋、チャック付き三方袋、合掌袋（背張り）、ガ
ゼット袋、スタンド袋、スタンドチャック袋、サイドシール袋、ボトムシール袋等が挙げ
られる。
【符号の説明】
【００８４】
１０　包装用袋
２０　周壁部
３０　底部
５０　開口部
７０　蓋部
８０　折り曲げ予定部
８１　境界部分
８２　周辺部分
９０　切り込み
９１　始点部
９２　終点部
１００　表示部
２１０　包装用袋
２２０　周壁部
２３０　底部
２５０　開口部
２７０　蓋部
２８０　折り曲げ予定部
２８１　境界部分
２８２　周辺部分
２９０　切り込み
２９１　始点部
２９２　終点部
３００　表示部
４１０　包装用袋
４２０　周壁部
４３０　底部
４５０　開口部
４７０　蓋部
４８０　折り曲げ予定部
４８１　境界部分
４８２　周辺部分
４９０　切り込み
４９１　始点部
４９２　終点部
５００　表示部
５１０　ファスナー
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Ｐ　収納物
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